
 

 

 

 

 

 

 

第２部 

福岡県男女共同参画計画 

 

 



 



第３次福岡県男女共同参画計画 施策体系 

 

大目標： 女性の更なる社会進出を推進し、女性が多様な分野で能力を発揮する、活力ある社会をつくる 

 
主要な観点： 

重視すべき課題 「困難な立場にある女性への支援」 

推進の基本的方向性 「課題解決型の実践的活動の推進」 

  目 標     施策の方向     具体的施策  

       

１ 

母子家庭の母親、
配偶者からの暴
力被害女性への
支援 

  (1) 母子家庭の母親の生活支援   ア 母子家庭の母親のための生活支援 
    
  (2) 母子家庭の母親の就労支援   ア 母子家庭の母親のための就労支援 
    
  

(3) 
配偶者からの暴力の根絶に向けた啓発と被害の

防止 

  ア 
配偶者からの暴力の根絶に向けた啓発と被害の防

止     
    イ 関係機関・団体等との連携強化 
    
  

(4) 
配偶者からの暴力被害者の相談、保護、自立支

援 

  ア 相談体制の充実 
    
    イ 保護体制の充実 
    
    ウ 被害者の自立のための支援 
    
  (5) 困難な立場にある女性を支援する団体の育成   ア 困難な立場にある女性を支援する団体の育成 
     

２ 

職場における男
女の均等な機会
と待遇の確保及
び女性の安定就
労 

  
(1) 職場における男女間の不均等の解消 

  ア 
職場における男女の均等な機会と待遇確保に向け

た取組     
    イ 女性の能力の発揮促進の支援 
    
    ウ セクシュアル・ハラスメント防止対策の充実 
    
  (2) 女性非正規労働者の待遇改善   ア 女性非正規労働者の労働環境整備 
    
    イ 支援団体の育成やネットワークの構築促進 
    
  (3) 仕事と子育て・介護が両立できる環境整備   ア 両立のための環境整備 
    
  (4) 女性の再就職の支援   ア 再就職のための支援 
    
  (5) 多様な働き方の普及促進   ア 多様な雇用形態の普及促進 
    

          

３ 
社会・経済活動の
指導的地位への
女性の進出促進 

  
(1) 行政、政治分野への女性の参画促進 

  ア 
県、市町村における政策・方針決定過程への女性の

参画促進     
    イ 政治分野への女性の進出促進 
    
  (2) 

企業管理、科学技術・研究分野への女性の参画

促進 
  ア 企業における方針決定過程への女性の参画促進 

    
    イ 科学技術・研究分野への女性の進出促進 
    
  

(3) 
地域における方針決定過程への女性の参画促

進 

  ア 地域役員等への女性の進出促進 
    
    イ 

農林水産業、商工業における方針決定過程への女性

の参画促進     
  

(4) 女性の人材育成とチャレンジ支援 
  ア 女性のエンパワーメント機会の提供 

    
    イ 女性の起業支援等 
    
    ウ チャレンジ支援のための情報提供 
     

４ 

女性が活躍でき
る社会を実現す
るための意識改
革と実践活動の
促進 

  
(1) 意識の改革と社会制度・慣行の見直し 

  ア 
男女共同参画実現のための意識の醸成と情報の提

供     
    イ 生涯学習・社会教育・家庭教育の推進 
    
  (2) 若年層、男性、企業への啓発強化   ア 若年層、男性、企業に対する啓発強化 
    
  

(3) 地域の課題解決に向けた実践活動の促進 

  ア 
男女共同参画社会の実現の障害となっている課題

の解決に向けた実践活動の促進・支援     
    イ 男女の地域社会への積極的な参画促進 
    
    ウ 女性のニーズに配慮した防災・災害復興対策 
    
  

(4) 学校教育における男女共同参画の推進 
  ア 男女共同参画教育の推進 

    
    イ キャリア教育・進路指導の充実 
    
    ウ 教職員の男女共同参画に関する理解の促進 
    
  

(5) 男女共同参画に配慮したメディア表現の促進 
  ア 男女共同参画に配慮したメディア表現 

    
    イ メディア・リテラシーの向上 
    
    ウ 行政広報・出版物の表現に関する配慮 
     

５ 
女性の安全・安心
な生活の確保 

  
(1) 

性犯罪、売買春、ストーカー犯罪、セクシュア

ル・ハラスメントの防止及び被害者支援 

  
ア 

性犯罪、売買春、ストーカー犯罪、セクシュアル・

ハラスメントの防止と取締り強化及び被害者支援     

  

(2) 高齢女性等への施策の推進 

  ア 高齢女性への施策の推進 
    
    イ 障害のある女性への施策の推進 
    
    ウ 同和地区の女性への施策の推進 
    
    エ 外国人女性への施策の推進 
    
  (3) 生涯を通じた女性の健康支援   ア 生涯を通じた女性の健康課題への支援 
    
    イ 妊娠・出産期における女性の健康支援 
    

 


























































